
令和8年5月22日
函館市経済部工業振興課

No. 資料名，頁，項目 質問要旨 回答

1

公募型プロポーザル実施要領（１頁）
１  業務概要
(２)目的・内容

開催時期・回数について
3時間以上・4回以上・20名以上を踏まえつつ，
受講生の集中力維持のため1回あたりの時間数を1時間～1時間半などに区切り，所要
時間が減った分，回数を増やすなどして対応は可能か。

1回あたりの講座に係る時間は，3時間以上の内容でご提案ください。

2

公募型プロポーザル実施要領（１頁）
１  業務概要
(２)目的・内容

開催形式・回数について
仕様書では「講座は4回以上」「1回あたり3時間以上」とされているが，
1日に午前・午後の2回（各3時間以上）を設け，2日間で計4回の講座を実施する形式
は，「4回以上」の要件を満たすと解釈してよいか。

1日あたり1回と解釈してください。

3

公募型プロポーザル実施要領（１頁）
１  業務概要
(２)目的・内容

開催内容について
テーマの異なる複数の講座を実施し，
それぞれの講座で参加者を募集してもよいか。

テーマの異なる講座のそれぞれで募集をする場合，それぞれの講座において，仕様書に記
載のとおり，4回以上，1回あたり3時間以上として実施してください。

4

公募型プロポーザル実施要領（１頁）
１  業務概要
(２)目的・内容

ロボット・機械等の使用有無と評価について
仕様書の参考例にロボット・機械等を活用した内容が含まれているが，
アプリケーション・ゲーム・Webサイト等のデジタルコンテンツ作成を主とした提案（ロボッ
トを使用しない内容）でも，評価上不利にならないか。

仕様書の参考例は一例であり，本事業において，ロボットの使用を必須要件としているもの
ではありません。

5

公募型プロポーザル実施要領（１頁）
１  業務概要
(２)目的・内容

オンライン開催の条件について
仕様書に「原則として対面で開催すること（特別な事情が無い限りオンライン開催不
可）」とあるが，オンライン開催が認められる「特別な事情」とは具体的にどのような状況
を指すのか。

災害等の，参集が困難な場合などを想定しています。

6

公募型プロポーザル実施要領（３頁）
３　企画提案書の提出
(１)提案内容

はこだてみらい館の使用可能日程について
会場をはこだてみらい館で実施することを検討しているが，令和8年度における使用可
能な日程を教えてほしい。また，2日間連続（土日等）での使用は可能か。

現時点で確認がとれている日程は以下のとおりです。
8/29（土），8/30（日），9/5（土），9/6（日），
9/12（土），9/13（日），10/10（土），10/11（日），10/12（月・祝），
11/21（土），11/22（日），11/23（月・祝）
二日間連続での使用も可とします。なお，事業の実施にあたっては，はこだてみらい館と日
程調整をしていただきます。

令和８年度デジタルものづくり体験事業実施業務に係る公募型プロポーザル　質問に対する回答


